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「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について」の一部改正について 

 

 

 標記事業については、平成３０年６月２７日健発０６２７第１号本職通知「肝

がん・重度肝硬変治療研究促進事業について」の別添「肝がん・重度肝硬変治療

研究促進事業実施要綱」に基づき行われているところであるが、今般、その一部

を別添新旧対照表のとおり改正し、令和２年１月１日から適用することとした

ので通知する。 

 なお、本事業の実施に当たっては、事業が円滑に実施されるよう貴管内にお

ける関係機関等への周知について特段の御配慮をお願いする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正後 改正前

別添

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱

１・２ （略）

３ 定義及び対象医療
（１）・（２） （略）

（３）本事業による給付の対象となる医療は、肝がん・重度肝硬変入院関係医療（一
部負担額が健康保険法施行令（大正１５年勅令第２４３号）第４１条第７項に規
定する特定疾病給付対象療養に係る高額療養費算定基準額を超えるものに限
る。）のうち、当該医療の行われた月以前の１２月以内に、５（１）で定める指
定医療機関において肝がん・重度肝硬変入院関係医療（一部負担額が高額療養費
算定基準額を超えるものに限る。）を受けた月数が既に３月以上ある月のものと
する。

４ 対象患者
この事業の対象となる患者は、３（３）に掲げる対象医療を必要とする患者で

あって、以下のすべての要件に該当し、６（１）により都道府県知事の認定を受け
た者とする。

（１）医療保険各法（高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）
に規定する医療保険法各法をいう。以下同じ。）の規定による被保険者又は被扶
養者並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者のうち、保険
医療機関（健康保険法（大正１１年法律第７０号）に規定する保険医療機関をい
う。以下同じ。）であって５（１）で定める指定医療機関において肝がん・重度
肝硬変入院医療に関し医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定
による給付を受けている者とする。ただし、他の法令等の規定により国又は地方
公共団体の負担により、肝がん・重度肝硬変入院医療に関する給付が行われるべ
き場合には、その給付の限度において、支給しないものとする。

（２）・（３） （略）

５ （略）

別添

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱

１・２ （略）

３ 定義及び対象医療
（１）・（２） （略）

（３）本事業による給付の対象となる医療は、肝がん・重度肝硬変入院関係医療（一
部負担額が健康保険法施行令（大正１５年勅令第２４３号）第４１条第７項等に
規定する特定疾病給付対象療養に係る高額療養費算定基準額を超えるものに限
る。）のうち、当該医療の行われた月以前の１２月以内に、保険医療機関（健康
保険法（大正１１年法律第７０号）第６３条第３項第１号に規定する保険医療機
関をいう。以下同じ。）において肝がん・重度肝硬変入院関係医療（一部負担額
が高額療養費算定基準額を超えるものに限る。）を受けた月数が既に３月以上あ
る場合であって、５（１）で定める指定医療機関において肝がん・重度肝硬変入
院関係医療（一部負担額が健康保険法施行令第４１条第７項等に規定する特定疾
病給付対象療養に係る高額療養費算定基準額を超えるものに限る。）を受けた月
のものとする。

４ 対象患者
この事業の対象となる患者は、３（３）に掲げる対象医療を必要とする患者で
あって、以下のすべての要件に該当し、６（１）により都道府県知事の認定を受け
た者とする。

（１）医療保険各法（高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）
第７条第１項に規定する医療保険各法をいう。以下同じ。）の規定による被保険
者若しくは被扶養者又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
のうち、保険医療機関において肝がん・重度肝硬変入院医療に関し医療保険各法
又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による給付を受けている者とする。
ただし、他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担により、肝がん・重
度肝硬変入院医療に関する給付が行われるべき場合には、その給付の限度におい
て、支給しないものとする。

（２）・（３） （略）

５ （略）



改正後 改正前

６ 認定
（１）都道府県知事は、指定医療機関の医師が作成した個人票等及び指定医療機関に

おいて記載を行った入院記録票の写しを基に、対象患者の認定を行うものとする。
認定を行うに当たっては、事業の適正かつ円滑な実施を図るため、肝疾患の専門
家等から構成される認定協議会を設けるものとする。

（２）・（３） （略）

７・８ （略）

９ 国の補助
国は、都道府県が本事業のために支出した費用に対し、その２分の１を補助する

ものとする。但し、３（３）において助成の対象としている医療の国庫補助につい
ては、平成３０年１２月診療分より行うものとする。

１０ 経過措置
（新設）

（１）３（３）の規定については、２０２０年３月３１日までに都道府県知事の指定
を受けた指定医療機関は、当該指定の効力を生ずるとされた日の１年前から指定
医療機関の指定を受けていたものとみなして適用する。なお、その場合の遡及で
きる範囲は、平成３０年４月１日までとする。

（２）４（２）の規定については、平成２６年３月３１日以前に７０歳に達している
１割負担の者は、医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が２割
とされている者と読み替えて適用する。

６ 認定
（１）都道府県知事は、指定医療機関の医師が作成した個人票等及び別に定めるとこ
ろによる入院記録票の写し等を基に、対象患者の認定を行うものとする。認定を
行うに当たっては、事業の適正かつ円滑な実施を図るため、肝疾患の専門家等か
ら構成される認定協議会を設けるものとする。

（２）・（３） （略）

７・８ （略）

９ 国の補助
国は、都道府県が本事業のために支出した費用に対し、その２分の１を補助する
ものとする。但し、３（３）（１０（１）の規定により読み替えて適用する場合を
含む。）において助成の対象としている医療の国庫補助については、平成３０年１
２月診療分より行うものとする。

１０ 経過措置
（１）肝がん・重度肝硬変入院関係医療（一部負担額が健康保険法施行令第４１条第
７項等に規定する特定疾病給付対象療養に係る高額療養費算定基準額を超えるも
のに限る。）のうち、当該医療の行われた月以前の１２月以内に、保険医療機関
において肝がん・重度肝硬変入院関係医療（一部負担額が高額療養費算定基準額
を超えるものに限る。）を受けた月数が既に３月以上ある場合であって、５
（１）で定める指定医療機関において肝がん・重度肝硬変入院関係医療（一部負
担額が健康保険法施行令第４１条第７項等に規定する特定疾病給付対象療養に係
る高額療養費算定基準額を超えるものに限る。）を受けた月が平成３０年１２月
から令和元年１２月までの間の月である場合においては、３（３）の規定中「保
険医療機関」を「指定医療機関」と読み替えて適用することとする。

（２）３（３）（１０（１）の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定
については、令和２年３月３１日までに都道府県知事の指定を受けた指定医療機
関は、当該指定の効力を生ずるとされた日の１年前から指定医療機関の指定を受
けていたものとみなして適用する。なお、その場合の遡及できる範囲は、平成３
０年４月１日までとする。

（３）４（２）の規定については、平成２６年３月３１日以前に７０歳に達している
１割負担の者は、医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が２割
とされている者と読み替えて適用する。


